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【国際特許分類】
   Ｂ２５Ｊ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月26日(2020.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の部材（８０ａ、８０ｂ）、第２の部材（８２）、第３の部材（８４）、及び第４の
部材（８６）を含む装置（１０００）であって、
－第１の部材（８０ａ、８０ｂ）は第１の回転関節（ｒｏｔａｒｙ　ｊｏｉｎｔ）（８１
）に接続され、それを介して第２の部材（８２）が第１の軸（９３）に回転可能に支持さ
れ、
－第２の部材（８２）は第２の回転関節（８３）に接続され、それを介して第３の部材（
８４）が第２の軸（９４）に回転可能に支持され、
－第３の部材（８４）は第３の回転関節（８５）に接続され、それを介して第４の部材（
８６）は、大腿部の屈曲／伸展を目的として第３の軸（９５）に回転可能に支持され、
－軸（９３、９４、９５）は実質的に共通点（９１）を通り、かつ
－第１の軸（９３）は第２の軸（９４）と第１の角度（φ１）を形成し、第２の軸（９４
）は第３の軸（９５）と第２の角度（φ２）を形成する、
前記装置（１０００）。
【請求項２】
第１の軸（９３）が、第１の要素（８０ａ、８０ｂ）の主平面に対して実質的に垂直であ
る、及び／又は、
第１の軸（９３）が、共通点（９１）を通る垂直軸に、ゼロではない値を有する第３の角
度（α）で回転する、及び／又は、
第１の軸（９３）が、共通点（９１）を通る水平軸に、ゼロではない値を有する第４の角
度（β）で回転することを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
第１の角度（φ１）が２５～４５度の範囲、そして好ましくは３５度の値を有する、及び
／又は、
第２の角度（φ２）が６０～８０度の範囲、そして好ましくは７０度の値を有することを
特徴とする、請求項１～２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４】
第３の角度（α）及び／又は第４の角度（β）が１０～３０度の範囲、そして好ましくは
２０度の値を有することを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
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【請求項５】
第１の角度（φ１）と第２の角度（φ２）との合計が８５～１２０度の範囲であり、かつ
第１の角度（φ１）が１５～４５度の範囲であることを特徴とする、請求項１～４のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項６】
要素（８２、８４、８６）のうちの少なくとも１つが、少なくとも２つの副要素（８２ａ
、ｂ、ｃ）に分割され、かつ前記副要素（８２ａ、ｂ、ｃ）の隣接するものは、それぞれ
軸（９４ａ、９４ｂ、９４ｃ）に互いに回転可能に接続され、前記軸は実質的に共通点（
９１）を通ることを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
第５の要素（９０；９０００）がさらなる軸（９１０）に回転可能に取り付けられ、かつ
さらなる軸（９１０）と実質的に平行に走る表面（９０４）を有し、該表面（９０４）は
、少なくとも軸（９１０）とは離れた側において、半径が異なる少なくとも２つの円形部
分に相当する外形を有することを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項８】
前記円形部分に属する円は使用者の近傍にその中心があり、及び／又は使用者の正面の平
面に平行であることを特徴とする、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
締結手段が備えられ、それは使用者が使用者の腰、胴体及び／又は大腿部で、要素（８０
ａ、８０ｂ；８２；８４；８６；９０）の少なくとも一つで、及び／又は背部プレートの
一部へ好ましくは硬く連結されるように設計及び配置されることを特徴とする、請求項７
～８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
締結手段がストラップ、シェル（ｓｈｅｌｌ）及び／又はハーネスを含むことを特徴とす
る、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
締結手段の位置は調節手段により変更可能であることを特徴とする、請求項９～１０のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
締結手段による力は調節手段により変更可能であることを特徴とする、請求項９～１１の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
締結手段による力は調節手段及び制御ループにより測定及び影響されるができることを特
徴とする、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
使用者に対する足表面（９０４）を動かすのに適するように手段が備えられること特徴と
する、請求項１～１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１５】
締結手段は、力を緩められる又は動かされることが可能であり、従って開放の角度が変更
可能であるように設計及び制御されることを特徴とする、請求項９～１４のいずれか一項
に記載の装置。
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